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１．本書の趣旨                                     

  当町に所在する「網走刑務所住吉作業所」では、かつて受刑者が通年泊り込みで農業や林業

を実施しており、近隣住民との関係も良好であったことから、子供たちに農作物を分け与える、

あるいは近隣農家の作業を受刑者が手伝うなどといった交流も盛んに行われていました。 

しかし、現在この地で農業、林業といった刑務作業は行われておらず、約 500 ヘクタール

におよぶ広大な山林、農地が活用されない状況が何年も続いていました。 

  そこで、住吉作業所を当時のような里山に復活させ、地域活性化や再犯防止に資する取組み

を推進することを目的として「すみよし里山再生委員会」が設立され、国から使用許可を得て、

令和３年８月から畑づくりを始め、農作物や果樹の栽培に取り掛かったところです。 

広大な資源をより有効に活用し、外部からの人流を生むためには、町外からの視点やノウハ

ウを持つ者が「すみよし里山再生委員会」と協力して取組みを進めることも必要であるから、

地域おこし協力隊を受け入れるために、その隊員の選定から活動のサポートまでを一貫して

実施する事業者を公募型プロポーザル（企画提案）方式により選定することとして、その手続

きにおいて必要な事項を定めるものです。 

 

２．概 要                                      

（１）事業名 

   大空町地域おこし協力隊設置等業務委託 

（２）事業内容 

   地域おこし協力隊の設置及び隊員の活動に関する伴走支援委託。 

（当町は本業務における地域おこし協力隊を任用せず、提案事業者が雇用する者に対し地

域おこし協力隊業務を委嘱するものとする。） 

（３）事業実施拠点（活動拠点） 

   地域おこし協力隊:北海道網走郡大空町（住吉作業所又は町内事務所） 

   受託者:拠点は指定しないが、オンラインで当町や地域おこし協力隊と意思疎通できる環

境は必須とする。 

※当町及び住吉作業所に関することは、別添のインフォメーションパッケージをご覧く

ださい。 

（４）事業委託期間 

   契約締結日から令和６年３月３１日まで 

ただし、地域おこし協力隊の任期（概ね１年以上、３年未満）に限り、再度契約を結ぶ可

能性がある。 

（５）提案限度額 



   ６，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

   委託料の対象とする経費は仕様書の２．概要（５）に記載のとおり。事業委託期間の終了

後、再度契約を結ぶ場合であっても本限度額や提案額を保証するものではありません。 

（６）スケジュール 

No 項 目 時 期 

１ 募集要項の公表・配布 令和５年４月１９日 

2 参加表明書の提出期限 令和５年４月２６日 

3 質問受付期限 令和５年４月２８日 

4 質問回答 随時 

５ 参加資格審査、企画提案書提出依頼 準備でき次第 

６ 辞退届の提出期限 令和５年５月８日 

７ 企画提案書の提出 令和５年５月１２日 

８ 審査会（プレゼンテーション及びヒアリング） 令和５年５月１７日 

９ 審査結果の通知・公表（優先交渉権者決定） 令和５年５月２３日 

１０ 事業内容の調整 結果通知後 

１１ 契約の締結 令和５年５月３１日 

※スケジュールについては、調整の上、変更の可能性あり。 

 

３．参加資格要件                                    

（１）地域おこし協力隊の募集、マッチング支援、隊員の活動支援等の業務若しくは自治体の課

題解決等に関するコンサルティング業務の実績を有すること。 

（２）参加申込書提出日から審査結果公表の日までの間において、当町の工事請負契約等に係る

指名停止等の基準（平成１８年大空町要領第２１号）の規定に基づく指名停止及び国や他の

地方自治体においても指名停止の措置を受けていない者（指名停止を受けていたが、既にそ

の停止期間を経過している者を含む。）であること。 

（３）国税（法人税、消費税及び地方消費税）、都道府県税（法人住民税、法人事業税）、市町村

税等を滞納していない者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４に規定に該当しない者である

こと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）そ

の他これらに順ずる手続きの開始の申し立てがなされていないこと。 

（６）大空町暴力団排除条例（平成２５年大空町条例第２号）第２条第２号及び第４号の暴力団



員等に該当していないこと。 

 

４．参加表明書の提出                                  

（１）受付期間 

   本募集要領の公表日から令和５年４月２６日（水）午後５時３０分まで ※必着 

（２）提出先 

   〒099-2392 網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号  

大空町役場 総務課企画グループ 

（３）提出方法 

   持参又は郵送により提出 

   持参の場合は、閉庁日を除く午前８時４５分から正午又は午後１時から午後５時３０分

の間に提出すること。郵送の場合は、配達証明付き書留郵便とし、令和５年４月２６日（水）

午後５時３０分までに必着とする。 

（４）提出書類 

  ア 参加表明書（様式第１号 正本１部） 

  イ ３．参加資格要件（１）を満たすことが確認できる書類（任意様式） 

  ウ 会社概要書（任意様式 正本１部、副本１部） 

    企業理念（経営方針）、創業年月日、事業所所在地、従業員数、資本金、事業内容 

    ※上記必要事項の記載があれば、パンフレットでも可とする。 

  エ 定款、直近１年分の財務諸表 

  オ 納税証明書（任意様式 正本１部） 

  カ 法人登記事項証明書（任意様式 正本１部） 

 

５．参加の辞退                                   

  参加申込をした者が参加を辞退する場合は、参加辞退書（様式第５号）に必要事項を記入し、

代表社印を押印の上、企画提案書の提出締切日までに参加表明書の提出先に提出するものと

する。 

 

６．参加に関する留意事項                                

（１）参加に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出した書類の変更は認めない。ただし、提出書類に脱漏又は不明確な表示等があり、か

つ、当町が認めたときはこの限りではない。 

（３）提出された企画提案書等書類は、審査に必要な範囲で複製する場合がある。 



（４）情報公開請求があった場合は、大空町情報公開条例（平成１８年大空町条例第１０号）に

基づき、企画提案書等の提出書類や応募・選定結果（事業者名を含む）等について公開の対

象となる。 

 

７．参加資格の喪失                                   

  参加表明書を提出した者が、次の各号のいずれかに該当したときは、参加資格を喪失するも

のとする。 

（１）本手続において提出した書類又はヒアリング等において、明らかな虚偽や誇張、あるいは

誤認させるような紛らわしい表現の説明や報告をしたとき。 

（２）本手続の期間中（公示の日から本契約締結の日まで）に、第３項（参加資格要件）に挙げ

る要件に該当しなくなったとき。 

（３）提出書類等が期限内に提出がされなかったとき。 

（４）提出書類等に明らかな不備や不足があり、当町が参加資格不適当と認めたとき。 

（５）提案書提出依頼の通知受理後から優先交渉権者決定の公表までの間において、本事業に関

し、直接・間接問わず、自らを有利に又は他人が不利になるよう、審査委員や事務局に対し

て働き掛けた場合 

 

８．質問の受付と回答                                  

（１）提出書類 

   質問書（様式第２号） 

（２）受付期間 

   令和５年４月１９日（水）から令和５年４月２８日（金）までとする。 ※必着 

（３）提出先 

〒099-2392 網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号  

大空町役場 総務課企画グループ 

電話:0152-74-2111 FAX:0152-74-2191 E-Mail:info@town.ozora.lg.jp 

（４）質問方法 

  ア FAX 又は電子メール 

  イ 電子メールの表題は「大空町地域おこし協力隊派遣業務委託の公募型プロポーザルに

関する質問書」とし、（１）に記載の質問書（様式第２号）を使用すること。 

（５）回答 

  ア FAX 又は電子メールで随時回答する。 

  イ 提案書に関する質問の回答は、参加要件を満たした参加申請者全てに対し、FAX 又は



電子メールで通知する。 

    なお、質問が重複しているものは、当町が整理して回答する。 

  ウ 意見表明など、本来の趣旨からかけ離れているものへの回答は行わない。 

  エ 回答内容に対する疑義は受け付けない。 

  オ 回答内容は、募集要領及び仕様書に準ずる扱いとする。 

 

９．提案事項                                      

  参加表明書を提出し、町から提案書提出依頼の通知を受けた参加者は、下記の各項目につい

て、仕様書３．委託業務の内容を参考に提案すること。 

No. 項目 記載すべき事項 

1 
会社（団体）の

実績 

「３．参加資格要件（１）」に関する実績を記載し、それを踏ま

え、本業務にどのように生かせるか、地域おこし協力隊を選定す

るという点、その隊員の活動をサポートするという点から記載す

ること。 

2 
本業務に対する

取り組み 

本業務に関する基本的な考え方及び具体的な取組方針につい

て、以下の項目を定めて主要なポイントを記述すること。 

① 基本的な考え方（方針） 

② 業務実施体制 

③ 業務実施計画（スケジュール等） 

3 
隊員の募集、採

用及び雇用 

 以下の内容について記述すること。 

 ① 事業内容を踏まえ、隊員として必要と考えられる資質等 

 ② ①の者を選考するに至る手順（企画提案時にすでに該当者

がある場合はその者を示すことで足りる。） 

 ③ 隊員を当町に配置するためのスキーム 

 ④ 隊員の募集・採用等に係る広報 

4 

隊員の指導管

理、支援に関す

る提案 

 以下の内容について記述すること。 

 ① 隊員への指導管理（活動計画策定、各種研修、進捗管理等） 

 ② 隊員の地域での生活や関係構築における支援 

 ③ 隊員の定住に向けた支援 

5 
隊員の活動に関

する提案 

 以下の内容について記述すること。なお、隊員の任期を 3 年ま

での期間を想定して提案しても良い。 

 ① 隊員の活動日数や活動時間に関すること 

 ② 当町や「すみよし里山再生委員会」※と連携した住吉作業所



での活動について、里山を再生（整備）するという点や外部か

ら人を招く仕組み作りという点から記述すること。 

 ③ その他、観光振興、産業振興等の地域活性化に資する活動

について 

 ④ 隊員の活動記録に係る広報資料の作成 

※「すみよし里山再生委員会」の構成員:めまんべつ産業開発公社 

 

１０．企画提案書の提出                                  

（１）受付期間 

   令和５年５月１２日（金）午後５時３０分まで ※必着 

（２）提出先 

〒099-2392 網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号  

大空町役場 総務課企画グループ 

（３）提出方法 

   持参又は郵送により提出すること 

   持参の場合は、閉庁日を除く午前８時４５分から正午又は午後１時から午後５時３０分

の間に提出すること。郵送の場合は、配達証明付き書留郵便とし、令和５年５月１２日（金）

午後５時３０分までに必着とする。 

（４）提出書類 

  ア 企画提案書（任意様式 正本１部、副本１０部、電子版１部） 

  （ア）表題は「大空町地域おこし協力隊派遣業務委託に関するプロポーザル企画提案書」と

し、法人名を記載する。 

  （イ）規格はＡ４判両面印刷とする。 

     なお、ページ数が少ないことによる減点評価は行わないため、提案内容は可能な限り

分かりやすく簡潔に記載すること。 

  （ウ）Ａ３判を使用する場合は、Ａ４判の大きさで３つ折りにすること。 

  （エ）ページ番号及び目次を記載すること。ただし、表紙は除くものとする。 

  （オ）正本は、Ａ４ファイルに綴じ込みとし、副本は、ホチキス止めにより提出すること。 

  （カ）電子版は、原則ＰＤＦ形式による提出とし、ＣＤ－Ｒ若しくはＤＶＤ－Ｒ等の媒体に

上書き等ができないような処理を行い提出すること。 

  （キ）提出された企画提案書の内容について、当町より問合せや修正の指摘があった場合は、

対応の上必要に応じて再提出すること。 

  イ 参考見積書及び内訳書（正本１部） 



（５）留意事項 

応募者は、提出した企画提案書が、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項に

規定する著作物に該当する場合は、著作物に関する一切の著作権（著作権法第２７条及び第

２８条に規定する権利を含む。）を当該著作物の採用時に町に無償で譲渡するものとする。 

 

１１．プレゼンテーション・決定                              

（１）プレゼンテーション 

  ア 実施内容は、提案及び質疑応答とする。 

  イ 提案は、１社あたり５０分以内（質疑応答２０分を含む）とする。 

  ウ プレゼンテーションの資料は、原則として提出された書類のみとし、追加は認めないも

のとする。 

  エ 原則として、説明は資料に沿った内容とする。 

  オ 参加人数は、１社当たり３名までとする。プレゼンテーションの２日前までに参加者一

覧（所属、役職、氏名）を電子メール又はＦＡＸで提出すること。（提出先は、8 質問の

受付と回答（３）提出先と同様） 

  カ プレゼンテーションは、紙若しくは会場画面により実施すること。会場画面を使用する

場合、パソコンについては発注者が準備する。 

  キ 実施日時及び場所等の詳細は、提案者と協議の上別途通知する。 

    オンラインでのプレゼンテーションも可能とする。この場合、使用するオンラインシス

テムは Zoom 若しくは Microsoft Teams とする。 

（２）審査方法 

  ア 提案書、プレゼンテーションの内容及び見積金額について総合的に審査し、優先交渉権

者を決定する。 

  イ 提案者が１社の場合は、その提案者が優先交渉権者として適しているか否かを審査す

る。 

 

1２．審査結果                                      

（１）提出された書類及びプレゼンテーションの結果から、別紙「審査実施要領」により評価・

採点を行い、最高得点を得たものを優先交渉権者として選定する。 

（２）最上位の点数の者が複数ある場合は、別紙「審査実施要領」により選定する。 

（３）審査結果は、提案者全員に「大空町プロポーザル審査結果通知書」（様式第４号）により

通知する。 

（４）提案者の審査結果については、社名を伏せて、評価点数を町ホームページで公表する。選



定した優先交渉権者については、社名を公表する。 

 

1３．契約の締結                                     

（１）優先交渉権者の選定後、当町と事業内容等の調整を行い、見積合わせを実施した上、契約

を締結する（見積合わせについては、当町で実施されるため要来訪）。 

   なお、見積合わせの金額は、プロポーザルで提出された見積書の金額を超えることはでき

ないが、仕様確定に当たって、当町都合により提案書等に記載された項目の追加・削除があ

った場合には、この限りではない。 

（２）次の事象が発生した場合、選定を取り消すとともに、次順位の者を優先交渉権者として繰

り上げる。 

  ア 提出書類及びプレゼンテーション等において虚偽又は事実と相違があると認められる

場合 

  イ 優先交渉権者と協議が整わなかった場合 

 


